
入札用度課 事業者

※１ 同等品申請が可の場合のみ

県が見積参加業者を選定して行う調達方式
フロー図

（案件登録～契約締結まで）

※２ 契約⾦額が５０万円未満の場合、「⾒積結果通知書」を発注の連絡とし、
 発注書の送付・提出は⾏わない。
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【見積依頼業者】

質問書受理・回答作成

質問回答公開

（電子入札システムに掲載）
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（メール連絡）
電子入札システムで結果確認

【見積参加者】

契約書／請書作成

※２

契約書／請書提出

※２

【契約相手方】

参加業者選定

同等品申請※１

（申請書をメール等で提出）

【見積参加希望者】

同等品申請受理・回答作成

※１

同等品申請回答※１

（メール等で回答） 同等品申請回答確認※１

【見積参加希望者】


